
 
嬉野市地域防災計画（案）に関する質問状 

（訂正箇所一覧表） 
 
連番 質問者 内 容 理由 

１ 嬉野消防署 様 

①「ドクターヘリ協定」名称訂正 

・第 2編第 3章第 11 節 2（P184） 

 第 3編第 3章第 11 節第 4項 2（P141） 

・「福岡県、佐賀県及び大分県によるドク

ターヘリの運航に係る協定」を「福岡県、

佐賀県によるドクターヘリの相互応援に

係る協定」に名称訂正 

大分県とは、 

「大分県ドクタ

ーヘリとの応援

協定」を締結し

ていないため。 

②「応援要請」について 

・第 2編第 3章第 9節第 2項 1（2）ｱ（P176） 

第 5 編第 2章第 2節第 1項 5（1）ｳ（P10） 

・「佐賀県常備消防相互応援協定書」の内

容⇒県内すべての常備消防が対象となる

応援協定 

・「消防相互応援協定」 

の内容⇒佐世保市消防、県央消防（大村、

諌早）との県外近隣との応援協定 

・上記のことから、「協定の名称」の後に

記載されている「県内の他の消防機関に

応援要請を行う。」は削除でよいのでは。 

協定の名称と

その内容を続け

て記載（重複し

て記載）されて

いるため。 

 

２ 
佐賀県危機管理 
防災課 様 

①「航空輸送施設」について 
・第 2編第 2章第 2節（P88） 

 第 3編第 2章第 2節（P44） 

・「防災航空センター」を追記するべき。 

 

 

 

佐賀空港と隣接

する施設である

が、消防防災ヘ

リの活動拠点と

して、佐賀県地

域防災計画上も

佐賀空港とは別

施設として位置

づけて指定して

いるため。 

 

資料３ 



連番 質問者 内 容 理由 

２ 
佐賀県危機管理 
防災課 様 

②「避難路及び誘導体制」について 

・第 2編第 2章第 2節（P96） 

 第 3編第 2章第 2節（P51） 

・「カ 県の保健所は、･･･努めるものと

する。」を削除するべき。 

現在、県は記

載のような対応

は行っていない

ため。 
 

③図中の「県の部署名」について 

・第 2編第 3章第 2節（P142） 

 第 2編第 3章第 3節（P148） 

第 3 編第 3章第 2節（P95-96） 

第 3 編第 3章第 3節（P103） 

第 3 編第 5章第 2節（P243-244） 

第 5 編第 2章第 2節（P16） 

第 5 編第 3章第 2節（P32-33、34、36） 

第 5 編第 4章第 2節（P45-46、48） 

第 5 編第 3章第 2節（P58-59、61） 

・県の部署名は「県○○」とするべき。（例：

危機管理防災課→県危機管理防災課） 

市と県の部署

を区別するため 
 

④「県土木事務所の名称」について 
・第 2編第 3章第 6節（P163） 

第 3 編第 3章第 6節（P117） 

・「神埼土木事務所」と「鳥栖土木事務所」

を「東部土木事務所」に修正するべき。 

 

組織改正によ

り、神埼土木事

務所と鳥栖土木

事務所が統合さ

れ、東部土木事

務所となってい

るため。 

⑤「適切な表現」への修正 
・第 2編第 3章第 26 節（P231-232） 

第 3 編第 3章第 25節（P186-187） 

・「補佐」を「補助」に修正すべき。 

 

適切な表現と

思われるため。 

⑥「正確な表現」への修正 
・第 4編第 1章第 3節（P252） 

・「UPZは･･･玄海原子力発電所2号機は･･･

の全域である。」を「1号機及び 2号機」

に修正するべき。 

玄海原子力発

電所 2号機は冷

却告示があった

ため。 



連番 質問者 内 容 理由 

２ 
佐賀県危機管理 
防災課 様 

⑦「適正な表現」への修正 
・全般（1編～5編） 

・「消防署」の記載を「消防本部」に修正

すべき。 

 

消防署から他

消防本部への応

援要請や、緊援

隊要請の求めを

行うものではな

いので、消防本

部に修正したほ

うがよい。 

⑧「誤記」の削除 
・第 2編第 2章第 2節（P89） 

・その際、･･･河川洪水との同時ｗ発生

等、･･･。の「ｗ」を削除するべき。 

誤記と思われ

るため。 

⑨「誤記」の修正 

・第 3編第 2章第 1節（P18） 

・避難所として「位づけられた施設」を「位

置づけられた施設」に修正すべき。 

誤記と思われ

るため。 
 

⑩「誤記」の修正 
・第 2編第 2章第 2節（P66） 

・「SI4D」を「SIP4D」に修正すべき。 

誤記と思われ

るため。 

３ 
嬉野市社会福祉 
協議会 様 

①【防災上留意が必要な施設】一覧表の

施設名の修正 
・第 2編第 2章第 2節（P102） 

第 3 編第 2章第 2節（P57） 

・嬉野小学校放課後児童クラブＡ～Ｄ 

（社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会） 

を（子育て未来課）に修正 

現在では、「嬉

野市社会福祉協

議会」が行って

いないため。 

②【防災上留意が必要な施設】一覧表の

施設名の修正 
・第 2編第 2章第 2節（P103） 

第 3 編第 2章第 2節（P58） 

・塩田小学校放課後児童クラブ 
（社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会） 
を（子育て未来課）に修正 

現在では、「嬉

野市社会福祉協

議会」が行って

いないため。 

 


